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日本共産党の山本のぶひろです。議員提出議案、統合型リゾートの整備に際してギャンブル依存症対

策等を求める意見書に対し反対討論を行います。本意見書は、冒頭、カジノ施設と会議場施設、宿泊

施設等の施設が一体となっている特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律について、国内外

から新たな観光客を誘致することで、観光及び地域経済の振興に寄与し、雇用の創出も図られるなど、

観光立国日本の実現を推進するものだと積極的に評価しています。これには私は全く同意できません。そ

もそもカジノは刑法で禁じられているのになぜ政府としてこれを進めるのか、石井国土交通大臣は観光立

国に資すると国会で答弁されました。しかし観光立国というならば、観光立国推進基本法の基本理念でう

たわれている、住民が誇りと愛着を持てる地域社会、との精神に立ち返るべきではないでしょうか。実際、

自分が住んでいる地域にカジノが作られる計画が持ち上がったらどう思うかという、共同通信社が昨年１２

月におこなった世論調査に対し、７５．３％の方が、作らないほうが良いと回答しています。大半の住民

が作らないでほしいと考えているカジノの誘致は、住んでよし、訪れて良しという政府の観光政策の理念に

反しているではありませんか。また観光庁が実施した訪日外国人の消費動向によると、訪日外国人が日

本に何を期待しているのかという問いに対し、世界遺産にもなった和食、自然、景勝地観光やショッピング

などといった回答が並びます。日本に来てカジノをしたいなどという要求などほとんど皆無であります。 

本意見書案では、カジノの施設の設置を認めることは射幸心をあおり、ギャンブル依存症を助長するの

ではないかとの懸念があり、県民の間にも不安の声があることも事実であるとして、効果的な対策を講じる

よう要望されております。しかし、効果的な対策が必要だというのならば、そもそもカジノ施設の設置という不

安の原因を作らないことこそ、一番の対策であります。国会での議論の中でも、ギャンブル依存症やマネー

ロンダリング、多重債務問題の再燃、青少年への悪影響、犯罪の誘発や治安の悪化、暴力団の介入な

ど、大きな社会的問題を引き起こす危険性については賛成派の議員各位も認められたところであります。そ



もそも賭博はなぜ禁止されてきたのか。それは、人々をギャンブル依存にし、仕事をなまけさせ、かけるお金

欲しさに窃盗、横領などの犯罪までも誘発し、公序良俗を害してきたからであります。日本はすでに、世界

最悪のギャンブル依存大国となっています。２０１４年８月に厚生労働省の研究班が公表した調査報

告では、日本のギャンブル依存症は５３６万人。成人人口の２０人に１人に上る数であります。さらにカ

ジノは、他のギャンブルと比べ依存症に誘導する危険が非常に高いと言われております。ＩＲ型カジノは、

アメリカのラスベガスをモデルとして、導入が進められています。米国型の商業カジノは、収益の極大化を目

標として、依存状態に誘導するテクニックが凝縮されています。その手法は、時計も窓もない空間や刺激的

な音楽などの演出で、独自の陶酔感を作り出します。そして短時間でのかけを繰り返し延々と続けさせ、大

金を得る快感と失う喪失感を交互に味合わせることによって、脳内に物質的依存症と同じ状態を作り出す。

有り金はたくまでかけさせるというものであります。パチンコと比べてもけた違いに刺激性の高いギャンブルがカ

ジノであります。カジノを解禁し、国民の懐からお金を吸い上げ、その上がりを使って依存症対策をとるという

のは、まさにマッチポンプではないかとのそしりを免れません。 

カジノによる経済効果にも疑問の声が上がっています。韓国の、射幸産業統合監督委員会の資料によ

ると、カジノによる経済的損失は年間７兆７千億円にのぼり、なんとカジノによる経済効果の４．７倍も

の損失が出ております。カジノによる犯罪の誘発、勤労意欲の減退、多重債務、家庭崩壊、自殺など多

岐にわたる負の弊害が社会にもたらされているからであります。意見書案は、丁寧な説明で国民の理解が

得られるよう努めることを求めていますが、理解を求めるような性質のものではなく、カジノ施設の解禁そのも

のを撤回させることが必要であります。そしてそのことこそ一番の依存症対策であるということを強調し、討論

を終わります。 


